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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。 

 ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

    ３．第６期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株
式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

回次 
第６期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第５期 

会計期間 自平成20年４月１日 
至平成20年６月30日 

自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日 

売上高 (百万円) 65,445 409,245 

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △7,601 6,430 

四半期（当期）純利益又は 
純損失（△） 

(百万円) △9,418 389 

純資産額 (百万円) 16,217 26,345 

総資産額 (百万円) 227,363 227,894 

１株当たり純資産額 (円)   △931.65  △685.03 

１株当たり四半期（当期）純
利益又は純損失（△）金額 

(円)   △253.88  10.49 

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益金額 

(円)  － 6.00 

自己資本比率 （％） 5.5 9.5 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △21,079 2,923 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △599 △2,370 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 11,617 428 

現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高 

(百万円) 30,827 40,878 

従業員数 (人) 10,066 9,877 
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２【事業の内容】 
 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
  
  

３【関係会社の状況】 
 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 
  
  

４【従業員の状況】 
(1）連結会社の状況 

（注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して
おります。 

(2）提出会社の状況 

（注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており
ます。 

  

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 10,066 (1,344) 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 745 (344) 
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第２【事業の状況】 
１【生産、受注及び販売の状況】 
(1) 生産実績 
 当社グループが営んでいる事業の大部分を占める住宅事業では、「生産」を定義することが困難（請負工事及び
不動産売買）であるため、生産実績は記載しておりません。 

(2) 受注状況 
 当第１四半期連結会計期間における住宅事業の受注状況は、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 
 当第１四半期連結会計期間における販売実績は、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２【経営上の重要な契約等】 
 該当事項はありません。 
  
  

  受注高（百万円） 受注残高（百万円） 

住宅事業 85,411 171,271 

  金額（百万円） 

住宅事業 65,445 
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３【財政状態及び経営成績の分析】 
(１) 業績の状況 
 当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、雇用情勢に厳しさが残るなか、設備投資や個人消費は横ばいで推移  
し、景気の回復は足踏み状態となっています。また、原油価格や原材料価格上昇の影響が広範囲に及び、景気の不透
明感が一層高まりました。 
 住宅業界におきましては、改正建築基準法の影響は薄れたものの、地価下落による分譲価格の先安感や景気の先行
き不安感拡大による住宅購入意欲低下により新築着工は低水準に留まり、非常に厳しい状況で推移しました。 
  このような事業環境のなか、当社グループは、創立40周年を記念して昨年10月に発売した"新・企画住宅"「SMART 
STYLE O 40」に続き、都市近郊の敷地への対応力を強化した「SMART STYLE O 40 Mタイプ」を発売し、リフォーム商
品では主力の「まるごとホームイング」の木造住宅用「木造住宅 まるごとホームイング」とマンション用「マンシ
ョン まるごとホームイング」の２タイプを発売いたしました。 
  当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、主力である注文住宅は受注苦戦の影響で減収となりましたが、
戸建分譲、賃貸住宅、リフォームなどの増収により、売上高は654億45百万円となりました。 
  利益面につきましては、一般管理費等の経費削減等により、経常損失は76億１百万円となりました。また、四半期
純損失につきましては、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴うたな卸資産評価損を計上したこと等によ
り、94億18百万円となりました。なお、建築請負事業の特性として、建物の完成引渡が第２四半期と第４四半期に偏
ることから、第１四半期連結会計期間の売上高の割合が低くなるといった季節変動要因があります。 
  
(２) 資産、負債及び純資産の状況 
 当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、販売用不動産の仕入れによりたな卸資産が増加したものの、
工事代金の支払に伴う現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べ５億30百万円減少し、2,273億63百万
円となりました。負債につきましては、季節変動特性に伴う未成工事受入金の増加及び一時的な借入金の増加によ
り、前連結会計年度末に比べ95億96百万円増加し、2,111億45百万円となりました。また、純資産につきましては、
四半期純損失を計上したことによる利益剰余金等の減少により、前連結会計年度末に比べ101億27百万円減少し、162
億17百万円となりました。 
  
(３) キャッシュ・フローの状況 
 当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によ
り210億79百万円の減少、投資活動及び財務活動により110億18百万円の増加となり、当第１四半期連結会計期間末残
高は308億27百万円となりました。 
 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
  営業活動による資金の支出は、210億79百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上、未成
工事受入金の増加による収入が増えたものの、仕入債務の減少及びたな卸資産の増加による支出等があったことによ
るものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動による資金の支出は、５億99百万円となりました。これは主に固定資産の取得による支出等によるもので
あります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動による資金の収入は、116億17百万円となりました。これは主に短期及び長期借入金の増加による収入が
あったことによるものであります。 
  
(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題 
 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。   
  
(５) 研究開発活動 
 当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、805百万円であります。 
 なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 
 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  
(2）設備の新設、除却等の計画 
 当第１四半期連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等についての重要な変更及び新たに確定した計画
はありません。 
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第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 
①【株式の総数】 

  
②【発行済株式】 

 （注）１．完全議決権株式であります。 

２．Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 142,160,000 

Ｂ種優先株式 4,500,000 

Ｃ種優先株式 3,340,000 

計 150,000,000 

種類 
第１四半期会計期間末現在発行
数（株） 

（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 38,738,914 38,738,914 

東京証券取引所 
大阪証券取引所 
名古屋証券取引所 
各市場第一部 

（注）１ 

第三回Ｂ種優先株式 333,328 333,328 － （注）２ 

第四回Ｂ種優先株式 4,166,600 4,166,600 － （注）２ 

第一回Ｃ種優先株式 3,333,333 3,333,333 － （注）３ 

計 46,572,175 46,572,175 － － 

    第三回Ｂ種優先株式 第四回Ｂ種優先株式 

優先期末配当 計算方法  Ｂ種優先期末配当は、発行価額（6,000円）に、それぞれの事業年度ごとに下記の年
率を乗じて算出した額とする。円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四
捨五入する。計算の結果が600円を超える場合は、600円とする。 

  配当年率 配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（１年物）＋2.375％ 

     ％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

   

 「年率修正日」は毎年４月１日とする。 
 「日本円ＴＩＢＯＲ（１年物）」は、各年率修正日（当日が銀行休業日の場合は前
営業日）（以下「優先期末配当決定基準日」という。）の午前11時における日本円１
年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によっ
て公表される数値を指すものとし、優先期末配当決定基準日に日本円１年物トーキョ
ー・インター・バンク・オファード・レートが公表されない場合、同日（当日がロン
ドンにおける銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ペ
ージに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ１年物（360
日ベース））として英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認
められるものを用いる。 

  上限 １株につき600円 

  累積条項 非累積型 

  参加条項 非参加型 
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    第三回Ｂ種優先株式 第四回Ｂ種優先株式 

優先中間配当  各事業年度において該当する上記Ｂ種優先期末配当の２分の１の金額とする。 

期末配当・中間配当以外   Ｂ種優先期末配当のうち、その配当にかかる基準日が属する事業年度の初日（同日
を含む。）からその配当の基準日（同日を含む。）までの期間に相当する金額として
月割計算（ただし、１か月未満の期間については年365日又は年360日の日割計算）に
より算出される額の金銭（以下「Ｂ種優先配当（期末配当・中間配当以外）」とい
う。）を支払う。ただし、既にその事業年度においてＢ種優先中間配当又はその事業
年度に属する日を基準日とするＢ種優先配当（期末配当・中間配当以外）を支払った
ときは、それらの累積額を控除した額とする。 

残余財産の分配 １．残余財産の分配を行う場合は、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者に対し、普 
通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき6,000円を支払
う。 

 
２．上記１のほか、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者に対する残余財産の分配は
行わない。 

買受け又は消却  当社は、いつでもＢ種優先株式を買受け、又は利益をもって消却することができる。 

償還請求権   １．Ｂ種優先株主は、当社の前事業年度の末日における分配可能額が200億円を超える
場合、その分配可能額に２分の１を乗じた額から、その前事業年度にかかる定時株
主総会において剰余金から配当し、又は支払うものと定めた額を控除した額を限度
として、当社に対して、その保有するＢ種優先株式の全部又は一部の取得と引換え
に金銭の交付を請求することができる。 

    ２．上記１の金銭の交付を請求することができる期間は、Ｂ種優先株式の発行日から
４年間を経過した日以降、毎年７月１日から７月20日までとする。 

    ３．上記１、２に従った金銭の交付の請求があった場合、当社は、その年の８月31日
（その日が日本における銀行の休日に当たるときは、その前営業日。）を金銭の交
付日として、法令の定めに従い、Ｂ種優先株主に対して、Ｂ種優先株式の全部又は
一部の取得と引換えに金銭を交付する。なお、上記１の限度額を超えてＢ種優先株
主からの金銭の交付の請求があったときは、当社が取得するＢ種優先株式の順序
は、上記２の請求可能期間の経過後において実施する抽選その他の方法により決定
する。 

    ４．上記３のＢ種優先株式１株を取得するのと引換えに当社がＢ種優先株主に交付す
る金銭の額は、Ｂ種優先株式１株につき6,000円に、そのＢ種優先株式のＢ種優先期
末配当の額を取得日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から取得日（同日を
含む。）までの日数で日割計算した額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数
第１位を四捨五入する。）を加算した額とする。 
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    第三回Ｂ種優先株式 第四回Ｂ種優先株式 

普通株式への 転換請求期間  平成32年７月１日～平成47年６月30日  平成35年７月１日～平成50年６月30日 
 転換請求権 転換により発行

すべき普通株式
数 

 Ｂ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、Ｂ種優先株主が転換請求のた
めに提出したＢ種優先株式の発行価額総額を転換価額で除した数とし、１株未満の端
数が生じたときは、これを切り捨てる。 
 なお、各回号の優先株式の株式分割又は株式併合が実施された場合の各回号の発行
価額は、調整後発行価額（調整前の発行価額に、株式分割又は株式併合前の各回号の
優先株式の総数を乗じ、株式分割又は株式併合後の各回号の優先株式の総数で除して
算出される価額とする。ただし、除算は最後に行い１円未満の端数は切り上げる。）
とする。 

  当初転換価額  153円 
 なお、平成17年５月27日付で普通株式の併合が行われたことにより、同日より、普
通株式への転換請求権における当初転換価額は、1,530円となりました。また、平成17
年６月23日開催の取締役会において、第三回Ｂ種優先株式及び第四回Ｂ種優先株式の
転換価額を、それぞれ次のとおり（適用日は平成17年６月25日以降）変更する旨決議
いたしました。 
 転換価額：1,300円40銭／上限転換価額：2,600円80銭／下限転換価額：650円20銭  

  転換価額の修正  転換価額は、下記の各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式
会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含
む。）の平均値（終値のない日数を除く。）に修正される（修正後転換価額は円位未
満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期
間の初日から転換価額修正日の前日までの日に、下記「転換価額の調整」で定める転
換価額の調整事由が生じた場合には、その平均値は、下記「転換価額の調整」に準じ
て取締役会が適当と判断する値に調整される。）。ただし、上記計算の結果、修正後
転換価額が当初転換価額の50％（以下「下限転換価額」という。ただし、下限転換価
額は、下記「転換価額の調整」により転換価額が調整された場合は調整後転換価額を
調整前転換価額で除した比率（以下「調整比率」という。）に応じて調整される。下
限転換価額は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）
を下回る場合には下限転換価額をもって、また修正後転換価額が当初転換価額の200％
（以下「上限転換価額」という。ただし、上限転換価額は、下記「転換価額の調整」
により転換価額が調整された場合は調整比率に応じて調整される。上限転換価額は、
円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）を上回る場合に
は上限転換価額をもって修正後転換価額とする。 
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    第三回Ｂ種優先株式 第四回Ｂ種優先株式 

普通株式への 
転換請求権 

転換価額修正日  平成33年７月１日～平成47年６月30日の
毎年７月１日 

 平成36年７月１日～平成50年６月30日の
毎年７月１日 

  転換価額の調整 Ａ. 当社は、Ｂ種優先株式発行後、本号Ｂ.に掲げる各事由により、当社の普通株式
数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以
下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。 

   
 

既発行普通株式数＋ 

新発行・処分

普通株式数 
×
1株当たりの発

行・処分価額 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 
時価 

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数 

    Ｂ. 転換価額調整式によりＢ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後
の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

    (イ)本号Ｄ.(ロ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を
新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合。 

        調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日
がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。 

    (ロ)株式分割により普通株式を発行する場合。 
 調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用す
る。ただし、分配可能額から資本に組み入れられることを条件にその部分をも
って株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、その分 
配可能額の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割の 
ための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、その分配可能額の資 
本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

        なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日か
らその分配可能額の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに転換を 
なした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行す
る。 

   

 この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調
整は行わない。 

株式数 ＝ 

〔調整前転換価額－調整後転換価額〕 × 
調整前転換価額をもって転換によりそ

の期間内に発行された株式数 

調  整  後  転  換  価  額 
   

    (ハ)本号Ｄ.(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される
証券もしくは転換できる証券又は新株予約権の行使によって発行される普通株
式１株当たりの発行価額が時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予
約権付社債を発行する場合。 

        調整後の転換価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付
社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたもの 
とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約 
権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用する。ただし、 
その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適 
用する。 

    Ｃ．転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額
が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、この差 
額相当額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した場合に算出される 
調整後の転換価額にその都度算入する。 
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    第三回Ｂ種優先株式 第四回Ｂ種優先株式 

普通株式への 
転換請求権 

転換価額の調整 Ｄ.(イ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小
数第２位を四捨五入する。 

    (ロ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただ
し、本号Ｂ.(ロ)ただし書の場合は株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30 
取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の 
終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この 
場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四 
捨五入する。 

    (ハ)転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はそ
の日、また株主割当日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月 
前の日における当社の発行済普通株式数から、その日における当社の有する当 
社普通株式数を控除した数とする。 

    Ｅ. 当社は、本号Ｂ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合
には、取締役会が適当と判断する転換価額の調整を行うものとする。 

    (イ)株式の併合、資本の減少、会社法第762条に定められた新設分割、会社法第
757条に定められた吸収分割、又は合併のために転換価額の調整を必要とすると
き。 

    (ロ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転
換価額の調整を必要とするとき。 

    (ハ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく
調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影 
響を考慮する必要があるとき。 

普通株式への強制転換 １．当社は、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者の意思にかかわらず、取得請求期
間中に転換請求の対象とされなかったＢ種優先株式について、同期間の末日の翌日
以降の日で取締役会の決議にて定める日（以下「強制転換日」という。）におい
て、これを取得することができる。 

  ２．当社は、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者に対し、取得の対価として、Ｂ種
優先株式１株につき、そのＢ種優先株式１株の発行価額を強制転換日に先立つ45取
引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通
取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除
して得られる数の普通株式を交付する。ただし、その平均値の計算は、円位未満小
数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する方法によるものとし、かかる
計算により得られる金額が500円を下回るときは、500円とする。 

  ３．上記２の普通株式数の算出に当たり１株に満たない端数が生じたときは、会社法
に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。 

    ４．Ｂ種優先株式の株式分割又は株式併合が実施された場合のその強制転換時の発行
価額は、調整後発行価額（調整前の発行価額に、株式分割又は株式併合前のＢ種優
先株式の総数を乗じ、株式分割又は株式併合後のＢ種優先株式の総数で除して算出
される価額とする。ただし、除算は最後に行い１円未満の端数は切り上げる。）と
する。 

期中転換又は強制転換があった場
合の取扱い 

 Ｂ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の期末配当又は中間配
当については、転換の請求又は強制転換が４月１日から９月30日までになされたとき
は４月１日に、10月１日から翌年の３月31日までになされたときは10月１日に、それ
ぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。 

議決権   １．Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

    ２．上記１にかかわらず、Ｂ種優先株主は、平成19年４月１日以降、当社の前事業年
度の末日における分配可能額が200億円を超える場合において、Ｂ種優先株主に対し
てＢ種優先期末配当全額を支払う旨の議案が前事業年度にかかる定時株主総会に提
出されない場合は、その定時株主総会から、その議案がその定時株主総会に提出さ
れたにもかかわらず否決された場合は、その定時株主総会の終結の時から、Ｂ種優
先株主に対してＢ種優先期末配当全額を支払う旨の決議がなされる時まで議決権を
有する。 

新株予約権等    当社は、Ｂ種優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権及び募集新株予約権
付社債の割当てを受ける権利を与えない。 
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３．第一回Ｃ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

    第一回Ｃ種優先株式 

優先期末配当 計算方法  Ｃ種優先期末配当は、平成20年３月31日に終了する事業年度まで無配とする。 
 平成20年４月１日に開始する事業年度以降のＣ種優先期末配当は、発行価額（6,000
円）に、それぞれの事業年度ごとに下記の年率を乗じて算出した額とする。円位未満
小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。計算の結果が600円を超える
場合は、600円とする。 

  配当年率 配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（１年物）＋1.500％ 

     ％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

   

 「年率修正日」は平成21年４月１日及びそれ以降の毎年４月１日とする。 
 「日本円ＴＩＢＯＲ（１年物）」は、平成20年４月１日又は各年率修正日（これら
の日が銀行休業日の場合は前営業日）（以下「優先期末配当決定基準日」という。）
の午前11時における日本円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レー
トとして全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、優先期末配当決定基
準日に日本円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートが公表され
ない場合、同日（当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時
間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユ
ーロ円ＬＩＢＯＲ１年物（360日ベース））として英国銀行協会によって公表される数
値又はこれに準ずるものと認められるものを用いる。 

  上限 １株につき600円 

  累積条項 非累積型 

  参加条項 非参加型 

優先中間配当  各事業年度において該当する上記Ｃ種優先期末配当の２分の１の金額とする。 

期末配当・中間配当以外   Ｃ種優先期末配当のうち、その配当にかかる基準日が属する事業年度の初日（同日
を含む。）からその配当の基準日（同日を含む。）までの期間に相当する金額として
月割計算（ただし、１か月未満の期間については年365日又は年360日の日割計算）に
より算出される額の金銭（以下「Ｃ種優先配当（期末配当・中間配当以外）」とい
う。）を支払う。ただし、既にその事業年度において、Ｃ種優先中間配当又はその事
業年度に属する日を基準日とするＣ種優先配当（期末配当・中間配当以外）を支払っ
たときは、それらの累積額を控除した額とする。 

残余財産の分配 １．残余財産の分配を行う場合は、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者に対し、普
通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株につき6,000円を支払
う。  

  ２．Ｃ種優先株式の株式分割又は株式併合が実施された場合には、残余財産の分配に
当たりＣ種優先株式１株につき支払うべき金額は、6,000円に、株式分割又は株式併
合前のＣ種優先株式の総数を乗じ、株式分割又は株式併合後のＣ種優先株式の総数
で除して算出される金額とする。ただし、除算は最後に行い１円未満の端数は切り
上げる。  

  ３．上記のほか、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者に対する残余財産の分配は行
わない。 

買受け又は消却  当社は、いつでもＣ種優先株式を買受け、又は利益をもって消却することができる。 
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    第一回Ｃ種優先株式 

強制取得   １．当社は、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者の意思にかかわらず、発行に際し
て取締役会の決議で定めた期間（以下「取得請求期間」という。）の開始日の前日
まで、取締役会が別に定める日をもって、会社法第461条に定める限度額を限度とし
て、Ｃ種優先株式を取得することができる。なお、Ｃ種優先株式の一部のみを取得
するときは、抽選その他の方法により取得するＣ種優先株式を決定する。 

    ２．上記１の場合においては、当社は、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者に対
し、取得の対価として、Ｃ種優先株式１株につき、そのＣ種優先株式１株の発行価
額に、取得日の属する事業年度におけるＣ種優先期末配当の額を取得日の属する事
業年度の初日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの日数で日割計算
した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加
算した額を支払うものとする。 

    ３．Ｃ種優先株式の株式分割又は株式併合が実施された場合の発行価額は、調整後発
行価額（調整前の発行価額に、株式分割又は株式併合前のＣ種優先株式の総数を乗
じ、株式分割又は株式併合後のＣ種優先株式の総数で除して算出される価額とす
る。ただし、除算は最後に行い１円未満の端数は切り上げる。）とする。 

普通株式への 転換請求期間  平成39年７月１日～平成54年６月30日 

 転換請求権 転換により発行
すべき普通株式
数 

 Ｃ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、Ｃ種優先株主が転換請求のた
めに提出したＣ種優先株式の発行価額総額を転換価額で除した数とし、１株未満の端
数が生じたときは、これを切り捨てる。  

  当初転換価額  当初転換価額は、上記の転換請求期間の開始日に先立つ45取引日目に始まる30取引
日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配
表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。その計算は円位未満小数第２位ま
で算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。            

  転換価額の修正  転換価額は、下記の各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式
会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含
む。）の平均値（終値のない日数を除く。）に修正される（修正後転換価額は円位未
満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期
間の初日から転換価額修正日の前日までの日に、下記「転換価額の調整」で定める転
換価額の調整事由が生じた場合には、その平均値は、下記「転換価額の調整」に準じ
て取締役会が適当と判断する値に調整される。）。ただし、上記計算の結果、修正後
転換価額が当初転換価額の50％（以下「下限転換価額」という。ただし、下限転換価
額は、下記「転換価額の調整」により転換価額が調整された場合は調整後転換価額を
調整前転換価額で除した比率（以下「調整比率」という。）に応じて調整される。下
限転換価額は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）
を下回る場合には下限転換価額をもって、修正後転換価額とする。 
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    第一回Ｃ種優先株式 

普通株式への 
転換請求権 

転換価額修正日  平成40年７月１日～平成54年６月30日の毎年７月１日 

転換価額の調整 Ａ. 当社は、Ｃ種優先株式発行後、本号Ｂ.に掲げる各事由により、当社の普通株式
数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以 
下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。 

   
 

既発行普通株式数＋ 

新発行・処分

普通株式数 
×
1株当たりの発

行・処分価額 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 
時価 

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数 

    Ｂ. 転換価額調整式によりＣ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後
の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

    (イ)本号Ｄ.(ロ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を
新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分する場合。 

        調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日
がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。 

    (ロ)株式分割により普通株式を発行する場合。 
 調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用す
る。ただし、分配可能額から資本に組み入れられることを条件にその部分をも
って株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、その分
配可能額の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割の
ための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、その分配可能額の資
本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

        なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日か
らその分配可能額の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに転換を
なした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行す
る。 

   

    この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調
整は行わない。 

株式数 ＝ 

〔調整前転換価額－調整後転換価額〕 × 
調整前転換価額をもって転換によりそ

の期間内に発行された株式数 

調  整  後  転  換  価  額 
   

    (ハ)本号Ｄ.(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される
証券もしくは転換できる証券又は新株予約権の行使によって発行される普通株
式１株当たりの発行価額が時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予
約権付社債を発行する場合。 

        調整後の転換価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付
社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたもの 
とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約 
権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用する。ただし、 
その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適 
用する。 

    Ｃ．転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額
が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、この差
額相当額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した場合に算出される
調整後の転換価額にその都度算入する。 
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 なお、当該株式3,333千株は現物出資（借入金19,999百万円）によるものであります。 

    第一回Ｃ種優先株式 

普通株式への 
転換請求権 

転換価額の調整 Ｄ.(イ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小
数第２位を四捨五入する。 

    (ロ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただ
し、本号Ｂ.(ロ)ただし書の場合は株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30
取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の
終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この
場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四
捨五入する。 

    (ハ)転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はそ
の日、また株主割当日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月
前の日における当社の発行済普通株式数から、その日における当社の有する当
社普通株式数を控除した数とする。 

    Ｅ. 当社は、本号Ｂ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合
には、取締役会が適当と判断する転換価額の調整を行うものとする。 

    (イ)株式の併合、資本の減少、会社法第762条に定められた新設分割、会社法第
757条に定められた吸収分割、又は合併のために転換価額の調整を必要とすると
き。 

    (ロ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転
換価額の調整を必要とするとき。 

    (ハ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく
調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影
響を考慮する必要があるとき。 

普通株式への強制転換 １．当社は、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者の意思にかかわらず、取得請求期
間中に請求の対象とされなかったＣ種優先株式について、同期間の末日の翌日以降
の日で取締役会の決議にて定める日（以下「強制転換日」という。）において、こ
れを取得することができる。 

  ２．当社は、Ｃ種優先株主又はＣ種登録株式質権者に対し、取得の対価として、Ｃ種
優先株式１株につき、そのＣ種優先株式１株の発行価額を強制転換日に先立つ45取
引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通
取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除
して得られる数の普通株式を交付する。ただし、その平均値の計算は、円位未満小
数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する方法によるものとし、かかる
計算により得られる金額が500円を下回るときは、500円とする。  

    ３．上記２の普通株式数の算出に当たり１株に満たない端数が生じたときは、会社法
に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。 

    ４．Ｃ種優先株式の株式分割又は株式併合が実施された場合のその強制転換時の発行
価額は、調整後発行価額（調整前の発行価額に、株式分割又は株式併合前のＣ種優
先株式の総数を乗じ、株式分割又は株式併合後のＣ種優先株式の総数で除して算出
される価額とする。ただし、除算は最後に行い１円未満の端数は切り上げる。）と
する。 

期中転換又は強制転換があった場
合の取扱い 

 Ｃ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の期末配当又は中間配
当については、転換の請求又は強制転換が４月１日から９月30日までになされたとき
は４月１日に、10月１日から翌年の３月31日までになされたときは10月１日に、それ
ぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。 

議決権    Ｃ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

新株予約権等    当社は、Ｃ種優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権及び募集新株予約権
付社債の割当てを受ける権利を与えない。 

優先順位    Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式にかかる配当及び残余財産の分配の支払順位は、同
順位とする。 

1722/2009年 -15- 



（２）【新株予約権等の状況】 
 該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 
 該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（５）【大株主の状況】 
 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ
ん。  

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総数残高 
（千株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備
金増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 
（百万円） 

平成20年４月１日～
平成20年６月30日 － 

普通株式   38,738 
第三回Ｂ種優先株式 

333 
第四回Ｂ種優先株式 

4,166 
第一回Ｃ種優先株式 

3,333 

－ 23,412 － 5,479 
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（６）【議決権の状況】 
 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】 

（注）１．優先株式の内容は、「１．株式等の状況」の「(1）株式の総数等」の「② 発行済株式」の注記に記載され
ております。 

   ２．「完全議決権株式（その他）」の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が5,100株（議決権の数51個）含
まれております。 
  
②【自己株式等】 

平成20年６月30日現在 

（注）１．株主名簿上は当社名義となっているものの、実質的に当社が所有していない株式が190株あります。 
   なお当該株式は「① 発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に100株、「単元未満株式」欄に90株含
  めております。 

   ２．「発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）」の計算には、優先株式7,833,261株は含まれておりませ
ん。 
  

平成20年６月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 
 Ｂ種優先株式    4,499,900 
 Ｃ種優先株式    3,333,300  

－ （注）１ 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
普通株式 
（自己保有株式）    77,500  
（相互保有株式）   1,563,500  

－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式      36,780,200 367,802 （注）２ 

単元未満株式 
 優先株式                 61   
 普通株式           317,714  

－ － 

発行済株式総数 46,572,175 － － 

総株主の議決権 － 367,802 － 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合 
（％） 
（注）２ 

（自己株式） 
 （注）１ 

東京都新宿区西新宿二丁
目４番１号 

77,500  － 77,500 0.20 

（相互保有株式） 
㈱アイ・エル・エス 

東京都新宿区西新宿二丁
目４番１号 

826,000  － 826,000 2.13 

ミサワキャピタル㈱ 
東京都新宿区西新宿二丁
目４番１号 

734,900  － 734,900 1.89 

栃木ミサワホーム㈱ 
栃木県宇都宮市一条二丁
目７番24号 

2,600  － 2,600 0.00 

計 － 1,641,000  － 1,641,000 4.23 
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２【株価の推移】 
(1) 普通株式 
【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 東京証券取引所市場第一部における最高・最低株価を記載しております。 
  
(2) Ｂ種優先株式 
 当株式は、金融商品取引所に上場されておりません。 

(3) Ｃ種優先株式 
  当株式は、金融商品取引所に上場されておりません。 

３【役員の状況】 
 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
  
  
  
  

月別 平成20年４月 ５月 ６月 

最高（円） 673 767 706 

最低（円） 426 604 519 
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第５【経理の状況】 
１．四半期連結財務諸表の作成方法について 
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府
令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸
表規則を適用しております。 

２．監査証明について 
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から
平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受け
ております。 
 なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から
名称変更しております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 31,242 41,371 
受取手形及び売掛金 7,256 10,349 
分譲土地建物 70,490 65,521 
未成工事支出金 25,562 18,722 
商品及び製品 3,331 2,951 
仕掛品 401 301 
原材料及び貯蔵品 2,394 2,484 
繰延税金資産 5,853 5,815 
その他 8,162 6,980 
貸倒引当金 △771 △608 

流動資産合計 153,924 153,889 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） ※1  15,290 ※1  15,054 

土地 26,124 26,236 
その他（純額） ※1  6,091 ※1  6,546 

有形固定資産合計 47,507 47,837 
無形固定資産 5,354 5,457 
投資その他の資産   
投資有価証券 4,188 3,851 
繰延税金資産 10,095 10,375 
その他 10,120 10,263 
貸倒引当金 △3,826 △3,780 

投資その他の資産合計 20,577 20,709 

固定資産合計 73,439 74,004 

資産合計 227,363 227,894 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 40,230 54,784 
短期借入金 67,928 60,957 
1年内償還予定の社債 500 500 
未払法人税等 186 569 
賞与引当金 2,913 5,366 
完成工事補償引当金 2,312 2,403 
未成工事受入金 48,295 31,838 
預り金 13,160 12,989 
その他 9,885 10,872 
流動負債合計 185,413 180,281 

固定負債   
社債 200 200 
長期借入金 9,822 5,157 
退職給付引当金 5,141 5,161 
役員退職慰労引当金 1,035 1,000 
その他 9,531 9,747 
固定負債合計 25,732 21,266 

負債合計 211,145 201,548 
純資産の部   
株主資本   
資本金 23,412 23,412 
資本剰余金 5,479 5,479 
利益剰余金 △15,743 △6,325 
自己株式 △4,235 △4,234 

株主資本合計 8,913 18,333 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 1,059 840 
土地再評価差額金 2,253 2,253 
為替換算調整勘定 210 157 
評価・換算差額等合計 3,523 3,251 

少数株主持分 3,781 4,760 
純資産合計 16,217 26,345 

負債純資産合計 227,363 227,894 
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

売上高 ※  65,445 

売上原価 52,166 
売上総利益 13,279 
販売費及び一般管理費  
広告宣伝費 2,784 
販売促進費 1,238 
完成工事補償引当金繰入額 458 
給料及び手当 8,695 
賞与引当金繰入額 1,770 
減価償却費 786 
その他の販売費 1,205 
その他の一般管理費 3,572 
販売費及び一般管理費合計 20,511 

営業損失（△） △7,231 

営業外収益  
受取利息 9 
受取手数料 61 
その他 229 
営業外収益合計 300 

営業外費用  
支払利息 451 
退職給付費用 104 
その他 114 
営業外費用合計 669 

経常損失（△） △7,601 

特別利益  
貸倒引当金戻入額 21 
投資有価証券売却益 5 
その他 3 
特別利益合計 30 

特別損失  
たな卸資産評価損 2,535 
固定資産処分損 31 
投資有価証券評価損 17 
その他 25 
特別損失合計 2,610 

税金等調整前四半期純損失（△） △10,180 

法人税、住民税及び事業税 113 
法人税等調整額 124 
法人税等合計 238 

少数株主損失（△） △1,000 

四半期純損失（△） △9,418 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純損失（△） △10,180 
減価償却費及びその他の償却費 1,193 
のれん償却額 16 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 209 
その他の引当金の増減額（△は減少） △2,587 
受取利息及び受取配当金 △33 
支払利息 451 
投資有価証券売却損益（△は益） △5 
固定資産除売却損益（△は益） 30 
売上債権の増減額（△は増加） 3,108 
たな卸資産の増減額（△は増加） △12,035 
仕入債務の増減額（△は減少） △14,548 
未成工事受入金の増減額（△は減少） 16,457 
その他 △2,243 

小計 △20,168 

利息及び配当金の受取額 65 
利息の支払額 △556 
法人税等の支払額 △419 

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,079 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △139 
定期預金の払戻による収入 217 
有形及び無形固定資産の取得による支出 △713 
有形及び無形固定資産の売却による収入 1 
投資有価証券の売却による収入 14 
その他 19 

投資活動によるキャッシュ・フロー △599 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額（△は減少） 6,839 
長期借入れによる収入 5,275 
長期借入金の返済による支出 △486 
少数株主への配当金の支払額 △9 
自己株式の取得による支出 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,617 
現金及び現金同等物に係る換算差額 9 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,051 

現金及び現金同等物の期首残高 40,878 
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  30,827 
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【簡便な会計処理】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項
の変更 

(1)連結子会社の数        44社 
(2)連結範囲の変更  
 （減少） 
 ・連結会社間の合併によるもの ３社 
  ミサワホームサービス東北㈱ 
  ミサワホームイング北日本㈱ 
  三重ミサワ建設㈱  

２．会計処理基準に関する事
項の変更 

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 
たな卸資産 
 通常の販売目的で保有するたな卸資産に
ついては、従来、主として総平均法または
個別法による原価法によっておりました
が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸
資産の評価に関する会計基準」（企業会計
基準第９号 平成18年７月５日）が適用さ
れたことに伴い、主として総平均法または
個別法による原価法（貸借対照表価額につ
いては収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法）により算定しております。 
 これにより、営業損失及び経常損失が
100百万円減少し、税金等調整前四半期純
損失が2,435百万円増加しております。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．固定資産の減価償却費の
算定方法 

 定率法を採用している資産については、
連結会計年度に係る減価償却費の額を期間
按分して算定する方法によっております。 

２．繰延税金資産及び繰延税
金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関し
ては、前連結会計年度末以降に経営環境
等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい
変化がないと認められる場合は、前連結会
計年度において使用した将来の業績予測や
タックス・プランニングを利用する方法に
よっております。 
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【追加情報】 

【注記事項】 
（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 
 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機に機
械及び装置の耐用年数について見直しを行い、改正後の法
人税法に規定する耐用年数に変更しております。 
 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半
期純損失が39百万円増加しております。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
建物及び構築物 19,102百万円 
その他 17,319百万円 
 計 36,421百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
建物及び構築物 18,787百万円 
その他 17,037百万円 
 計 35,824百万円 

 ２．保証債務 
「ミサワホーム」購入者等のためのつなぎ融資等
に対する保証債務           43,316百万円 

 ２．保証債務 
「ミサワホーム」購入者等のためのつなぎ融資等
に対する保証債務           50,488百万円 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※  当社グループでは、建築請負事業の特性として、建
物の完成引渡が第２四半期と第４四半期に偏ることか
ら、第１四半期連結会計期間の売上高の割合が低くな
るといった季節変動要因があります。 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） 
現金及び預金勘定 31,242百万円 
預入期間が３か月を超える定期預金 △414百万円 

現金及び現金同等物 30,827百万円 
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（株主資本等関係） 
当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至
平成20年６月30日） 
１．発行済株式の種類及び総数 

  
２．自己株式の種類及び株式数 
 普通株式           1,640千株 
  
３．新株予約権等に関する事項 
 該当事項はありません。 
  
４．配当に関する事項 
 該当事項はありません。 

  
５．株主資本の金額の著しい変動 
 該当事項はありません。 

（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 
   当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）  
 住宅事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 
  当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）  
 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

【海外売上高】 
  当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）  
  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（有価証券関係） 
  当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）  
  該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 
 当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）  
  該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 
当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
該当事項はありません。 

（企業結合等関係） 
当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 

普通株式 38,738千株
第三回Ｂ種優先株式 333千株
第四回Ｂ種優先株式 4,166千株
第一回Ｃ種優先株式 3,333千株
計 46,572千株
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（１株当たり情報） 
１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 
       該当事項はありません。 

（リース取引関係） 
当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

       該当事項はありません。 

２【その他】 
       該当事項はありません。 
  
  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 △931.65円 １株当たり純資産額 △685.03円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額 253.88円
  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について
は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失
であるため記載しておりません。 

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

四半期純損失（百万円） 9,418 
普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 9,418 
期中平均株式数（千株） 37,099 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要 

Ｃ種優先株式の転換予約権
（27,886千株）。 
なお、概要は「第４提出会社の
状況、１．株式等の状況、(1)
株式の総数等、②発行済株式
(注)３．第一回Ｃ種優先株式の
内容」に記載のとおりでありま
す。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 

1722/2009年 -28- 



  独立監査人の四半期レビュー報告書  

                                         平成20年８月12日 

ミサワホーム株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 佐藤 元宏  印 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 林  達郎  印 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 佐藤 秀明  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミサワホー

ム株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行

った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミサワホーム株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
 

追記情報  

 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。 
 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半
期報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

1722/2009年 -29- 
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